【別紙２】
守　秘　義　務　遵　守　誓　約　書
２０２５年　　月　　日　

陸前高田市　宛
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	〒
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（※押印不要）

当社は、陸前高田市（以下「市」という。）から２０２５年１２月３日付で案内がありました「陸前高田市上下水道ウォーターＰＰＰ導入検討に係るサウンディング調査」に係るサウンディングへの参加を目的（以下「本目的」という。）として、参加申込書及び本誓約書を提出した者にのみ提供される、インフォメーションパッケージ（以下「守秘義務対象資料」という。）の配付を受けることを希望します。なお、配付を受けるに当たり、下記事項を遵守し、秘密を保持することを誓約します。

記

第１条（利用の目的）
１　当社は、本目的のために限り守秘義務対象資料の配付を受けるものであり、本目的以外のために当該資料を利用しません。
２　金融機関や当社が業務を委託する弁護士、公認会計士等その他の者においては、本書記載の遵守事項と同等以上の守秘義務の履行を市に対し書面をもって誓約させた場合にのみ、当社は、当該誓約を行った者に対し、守秘義務対象資料の全部又は一部を開示することができるものとします。
３　当社は、自らの責任において、前項の規定により誓約を行い、守秘義務対象資料の全部又は一部の開示を受けた者をして、当該誓約事項を遵守させるものとし、その者が当該誓約事項に違反した場合には、当社が本誓約書に違反したものとみなされて責任を負うことを約束します。

第２条（秘密の保持）
当社は守秘義務対象資料を秘密として保持するものとし、前条に定める場合のほか、第三者に対し開示しません。ただし、法律、命令又は条例等（以下「法令等」という。）により開示の義務が課される場合はこの限りではありません。

第３条（善良な管理者の注意義務）
当社は、守秘義務対象資料を、善良な管理者としての注意をもって取り扱うことを約束します。

第４条（個人情報の取扱い）
当社は、守秘義務対象資料のうち、個人情報に該当するものについては、法令等により認められる範囲内でのみ利用し、保持し、かつ、法令等により市及び当社に要求される限度の適切な管理を行うことを約束します。

第５条（期間）
本誓約書に基づき当社が負う義務は、第７条第１項に従って守秘義務対象資料を破棄する前後を問わず、２０２５年１２月1日から２年間存続するものとします。なお、市がウォーターＰＰＰを事業化し、公募した場合には、当該義務は解除されるものとします。

第６条（損害賠償義務）
当社の本誓約書に違反する行為により秘密が漏洩した場合、当社は、市又は第三者（市に対して守秘義務対象資料の作成にあたり必要な情報を提供した者を含みますが、これに限りません。）に生じた損害を直接賠償することを約束します。

第７条（書類の破棄）
[bookmark: _GoBack]１　当社は、守秘義務対象資料について、サウンディング調査及びその後のヒアリング等の終了後、すべて破棄することを約束します。また、本誓約書の違反等により市から破棄を求める場合は、当該請求後速やかに破棄することを約束します。
２　当社は、守秘義務対象資料について、複写、秘密情報の書面化、磁気ディスク及び録音テープその他の媒体への情報の入力並びに当該媒体の複製を行った場合は、当該複写物なども含めて前項に従って破棄又は消去することを約束します。ただし、法令等又は当社の社内規程により社内決裁資料等に守秘義務対象資料の情報が含まれ不可分となっている場合においては、当該資料及び情報等の保存が必要とされる限度において、当社において適切に保管し、当該資料及び情報等の保存が必要でなくなった場合には、速やかに当該資料及び情報等を破棄又は消去することを約束します。
３　前項の規定にかかわらず、法令等により守秘義務対象資料を保持することが義務付けられている場合、当該資料及び情報等の保存が必要とされる限度において、当社において適切に保管し、当該義務がなくなった場合においては、速やかに当該資料を破棄又は消去することを約束します。

以　上
